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非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針（案） 

 

令和〇年〇月〇日 

 

花き、樹木、芝等の非食用農作物のみに使用される農薬（以下「非食用農作物専用農

薬」という。）については、これまで、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全

性評価及び基準値設定の方針」(平成 20年 2月 22日 中央環境審議会土壌農薬部会了承；

以下「水濁方針」という。)の４， ５に基づき、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会

において非食用農薬ＡＤＩを設定した上で、それに基づき、中央環境審議会水環境・土

壌農薬部会農薬小委員会（以下「農薬小委員会」という。）において水質汚濁に係る農薬

登録保留基準（以下「水濁基準」という。）を設定しているきた。 

一方、食品安全委員会（以下「食安委」という。）では、非食用農作物専用農薬につい

ても、食品衛生法に係る暫定基準が設定されたものや食品衛生法に係るＩＴ（インポー

トトレランス）申請があったものについて食品健康影響評価を行い、ＡＤＩを設定する

ことが想定される。 

このため、非食用農作物専用農薬について、食安委においておけるＡＤＩの設定状況

を踏まえたが設定された場合も含めた新たな非食用農作物専用農薬に係る水濁基準の設

定方針を、水濁方針の４，５に代えて下記の以下のとおり定めることとする。 

 

１ 非食用農作物専用農薬に係る水濁基準の設定 

（1）非食用農作物専用農薬について関係府省から情報収集を行い、食安委においてＡ

ＤＩが設定されているか又はの設定される設定が行われる可能性があるか確認した

上で、当面ＡＤＩの設定が行われるが設定される予定のない農薬について、非食用

農作物専用農薬安全性評価検討会において安全性評価を実施し、非食用農薬ＡＤＩ

を設定することとする。 

（2）非食用農作物専用農薬安全性評価検討会は、動物代謝、植物・土壌運命、薬理作

用、各種毒性等の専門家で構成することとし、２に示す手続きに従って、非食用農薬

ＡＤＩを設定するものとする。 

（3）なお、非食用農作物専用農薬については、食品からの農薬暴露（ＡＤＩの８０％以

下）がないものの、食用農作物への適用拡大やＩＴ申請によるＡＤＩ設定が行われ

る可能性があることを考慮し、食用農作物に用いられる農薬と同様に飲料水からの

農薬暴露が非食用農薬ＡＤＩの１０％を超えないよう、農薬小委員会において、水

濁基準を設定することとする。 

 

２ 非食用農作物専用農薬安全性評価検討会における安全性評価の手続き 

非食用農作物専用農薬については、農薬の登録申請時に提出が要求される試験成績

のうち、慢性経口投与毒性試験、発がん性試験及び繁殖毒性試験の提出が求められて

いないことから、原則として、以下の(1)～(3)に従い非食用農薬ＡＤＩを設定するこ

ととする。 

（1）厚生労働省又は環境省又は消費者庁が設置した審議会、ＦＡＯ/ＷＨＯ合同残留農
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薬専門家会議（ＪＭＰＲ）等の国際機関、外国政府等が作成した農薬に係る評価文書

等から、慢性経口投与毒性試験等に係る知見を収集し、当該知見が基準設定根拠と

して利用可能と判断される場合は、これに適切な安全係数を用いて非食用農薬ＡＤ

Ｉを設定することとする。 

（2）また、登録申請者等から慢性経口投与毒性試験等の試験成績が提出され、当該試

験成績が農薬テストガイドラインに準拠しているか、これに準ずる信頼性があると

判断される場合は、これに適切な安全係数を用いて非食用農薬ＡＤＩを設定するこ

ととする。 

（3）(1)や（2）以外の場合には、登録申請者等から提出された亜急性経口投与毒性試験

等の利用可能な試験における無毒性量のうち最小のものに対して、原則として安全

係数１０００（種差１０×個体差１０×毒性試験の一部が不足していることに対す

る係数１０）を用いることによって、非食用農薬ＡＤＩを設定することとする。 

 

３ 食安委におけるＡＤＩ設定状況を踏まえた非食用農作物専用農薬に係る対応方針非

食用農作物専用農薬について食安委でＡＤＩが設定された場合の対応 

（1）非食用農薬ＡＤＩ及び食安委におけるＡＤＩがいずれもが設定されていない場合 

食安委において安全性評価が行われない非食用農作物専用農薬については、２に

示す手続きに従って、環境省において安全性評価を実施し、非食用農作物専用農薬

安全性評価検討会において非食用農薬ＡＤＩの設定に向けた審議を行うものとする。

また、農薬小委員会においてその結果を踏まえて水濁基準を設定する。 

（1）（2）非食用農薬ＡＤＩが設定されていない非食用農作物専用農薬について食安委

でＡＤＩが設定される場合 

非食用農薬ＡＤＩが設定されていない非食用農作物専用農薬について、食安委で

ＡＤＩが設定されるた場合には、食安委評価書及び農薬抄録の他、農薬登録申請資

料又は再評価に伴って提出された資料等に基づき、食安委の食品健康影響評価が行

われた農薬と国内で登録されている農薬（原体）当該農薬の毒性を非食用農作物専

用農薬安全性評価検討会の環境省事務局で確認する。 

その結果、毒性に大きな相違がないと判断した場合には、非食用専用農薬安全性

評価検討会にその旨を報告し、その了解を得た上で、食安委で設定されたＡＤＩを

活用して農薬小委員会において水濁基準を設定する。 

なお、上記の確認において毒性に相違がある場合には、非食用専用農薬安全性評

価検討会において非食用農薬ＡＤＩの設定に向けた審議を行い、その結果を踏まえ

て、農薬小委員会において水濁基準を設定する。また、この場合には、非食用農薬Ａ

ＤＩが設定されたことについて食安委に情報提供することとする。 

（3）非食用農薬ＡＤＩの設定後に食安委でＡＤＩが設定された場合が設定されている

場合 

非食用農薬ＡＤＩが設定されている非食用農作物専用農薬について、非食用農薬

ＡＤＩが設定された後に食安委でＡＤＩが設定された場合には、非食用専用農薬安

全性評価検討会において、当該農薬に係る食安委評価書を踏まえつつ、非食用農薬

ＡＤＩの見直しについて、その必要性も含めて検討を行う。また、農薬小委員会は、
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その結果を踏まえて、水濁基準の見直しについて、その必要性も含めて検討を行う。 

 

 

 

 


